
 

南さつま市浄化槽修繕事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、

市が交付する浄化槽修繕事業（以下「補助事業」という。）に係る補助金の

補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(１) 浄化槽 浄化槽法（昭和 58年法律第 43号。以下「法」という。）第

２条第１号に規定する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量（以下「BOD」

という。）除去率 90パーセント以上及び放流水のBOD20mg／ℓ 以下の機能

を有し、かつ、同法第 13条の規定により国土交通大臣の認定を受けたもの

で、国庫補助指針（平成４年 10月 30日付け厚生省通知衛浄第 34号）に適

合するものをいう。 

(２) 専用住宅 居住を目的とした住宅又は小規模店舗等を併設した住宅

（住宅部分の床面積が２分の１以上であるものに限る。）をいう。 

(３) 浄化槽の修繕 設置後 10年を経過した 10人槽以下の浄化槽本体（ば

っ気装置（ブロワを含む。）及び管渠その他浄化槽の外部の部品を除く。）

の修繕をいう。ただし、次のいずれかの事由により生じた修繕を除く。 

 ア 浄化槽を設置した業者の設置に故意又は過失があったこと。 

 イ 浄化槽の使用者の管理に重大な過失があったこと。 

(４) 市内業者 市内に主たる事務所を有する法人若しくは個人事業者又は

市内に営業所その他の従たる事務所を有する法人若しくは個人事業者をい

う。 

（補助金の交付対象者） 

第３条 市長は、専用住宅に設置されている浄化槽の修繕を行う者で、次の各

号のいずれにも該当するものに対して、予算の範囲内で補助金を交付する。 

(１) 当該専用住宅を所有し、又は占有する者（法人を除く。） 

(２) この要綱による補助金の交付を受けたことがない者 

(３) 市税を滞納していない者 

(４) 市内施工業者（市内業者であって、法第 21条の登録及び法第 25条の

届出を行っている者をいう。以下同じ。）と契約した者 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる区域にある専用住宅に設置されてい

る浄化槽の修繕を行う者に対しては、補助金は交付しない。 



 

(１) 南さつま市農業集落排水処理施設条例（平成 17年南さつま市条例第

119号）第２条に規定する排水処理区域 

(２) 南さつま市漁業集落排水処理施設条例（平成 17年南さつま市条例第

137号）第２条に規定する排水処理区域 

(３) 下水道法（昭和 33年法律第 79号）第４条第１項の事業計画に定めら

れた予定処理区域 

（補助金の額） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

10万円以上の浄化槽の修繕に係る費用とする。 

２ 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（その額に、1,000

円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額）とし、限度額は 10万円とす

る。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（第１号様式）

に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 浄化槽の修繕に係る見積書の写し（その修繕の内容及び施工業者が分

かるもの） 

(２) 建物の所有又は占有の事情が分かる書類 

(３) 浄化槽の修繕の必要性が分かる書類 

(４) 市税の滞納がないことを証する書類 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の交付の決定及び通知） 

第６条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにそ

の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、必要があると認めたときは、前項の決定に条件を付することがで

きる。 

３ 市長は、第１項の規定により補助金を交付することに決定した者に対して

は、補助金交付決定通知書（第２号様式）により、交付しないことに決定し

た者に対しては、補助金不交付決定通知書（第３号様式）により、それぞれ

通知するものとする。 

（変更等の申請） 

第７条 前条第３項の規定により補助金交付決定の通知を受けた者（以下「補

助対象者」という。）は、同項の補助金交付決定通知を受けた後、補助金の

交付申請の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようする

ときは、補助金変更等申請書（第４号様式）に次に掲げる書類を添えて、市



 

長に申請しなければならない。ただし、第１号の書類は、補助金の内容を変

更しようとするときに限る。 

(１) 変更後の浄化槽の修繕に係る見積書の写し（その修繕の内容及び施工

業者が分かるもの） 

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の変更交付決定） 

第８条 市長は、前条に規定する変更申請があったときは、その内容を審査し、

補助金の変更交付の可否を決定し、補助金変更決定（却下）通知書（第５号

様式）により申請者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、当該事業完了後１か月以

内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書（第

６号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 浄化槽の修繕に係る請求書又は領収書の写し（その修繕の内容及び施

工業者が分かるもの） 

(２) 浄化槽の修繕の状況が分かる写真 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（現場確認） 

第 10条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の修繕の状況及びそ

の修繕の現場を必要に応じ、確認するものとする。 

（補助金の確定） 

第 11条 市長は、第９条の規定により提出された実績報告書を審査するととも

に、必要に応じて現地を調査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容

及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を

確定し、補助金交付確定通知書（第７号様式）により補助対象者に通知する。 

（補助金の請求） 

第 12条 前条の通知を受けた補助対象者は、補助金交付請求書（第８号様式）

に市長が必要と認める書類を添えて、市長に補助金の交付を請求しなければ

ならない。 

（補助金の交付） 

第 13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の請求を受けたときは、速や

かに補助金を交付するものとする。 

（補助金の交付決定の取消し） 

第 14条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 



 

(１) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(３) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第 15条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、

既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずる

ことができる。 

（その他） 

第 16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和元年９月１日から施行する。



 

第１号様式（第５条関係） 

  年  月  日 
 

 南さつま市長      様 

 

住  所            

氏  名            印 

電話番号             

 

補助金交付申請書 

 

 南さつま市浄化槽修繕事業補助金の交付を受けたいので、南さつま市浄化槽修繕事

業補助金交付要綱第５条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 なお、南さつま市が必要に応じて関係事業者に対して調査・照会を実施することに

ついて承諾します。 

 

記 
 

１ 補助対象経費  金        円 

２ 修繕を要する浄化槽の設置場所 

 南さつま市 

３ 浄化槽の設置年月 

４ 浄化槽の型式 

５ 修繕業者 

 (１) 所在地 

(２) 名 称 

(３) 電話番号 

(４) 知事登録・届出番号 

６ 修繕内容 

 

７ 修繕予定期間     年  月  日 ～     年  月  日 

８ 添付書類   

(１) 浄化槽の修繕に係る見積書の写し（修繕の内容及び施工業者が分かるもの） 

(２) 建物の所有又は占有の事情が分かる書類（固定資産名寄台帳、登記簿謄本の

写し、賃貸借契約書等） 

(３) 浄化槽の修繕の必要性が分かる書類（指定検査機関の定期検査結果、保守点

検業者の保守点検記録票等） 

(４) 市税の滞納がないことを証する書類 

(５) その他市長が必要と認める書類 



 

第２号様式（第６条関係） 

 

第     号 

 年  月  日 

 

          様 

 

 

南さつま市長      印 

 

 

補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった南さつま市浄化槽修繕事業補助

金については、下記のとおり決定しましたので、南さつま市浄化槽修繕事業補

助金交付要綱第６条第３項の規定により通知します。 

 

記 

 

 １．交付決定額          円 

  

 ２．交付の条件 

   

 



 

第３号様式（第６条関係） 

第     号 

 年  月  日 

  

 

       様 

 

                      

南さつま市長      印  

    

                      

補助金不交付決定通知書 

 

 

     年  月  日付けで交付申請のあった南さつま市浄化槽修繕事業

補助金については、下記の理由により交付しないことに決定しましたので、南

さつま市浄化槽修繕事業補助金交付要綱第６条第３項の規定により通知します。 

 

記 

 

 

 理由 



 

第４号様式（第７条関係） 
 

年  月  日 

南さつま市長        様 

 

申請人 住 所 

                   氏 名           印 

                   電話番号 

 

補助金変更等申請書 

 

年  月  日付け   第   号で補助金の交付決定のあった

南さつま市浄化槽修繕事業の内容を下記のとおり変更したいので、南さつま市

浄化槽修繕事業補助金交付要綱第７条の規定により、次のとおり申請します。 

記 

１ 補助金申請内容の変更 

 変更後 変更前 

補助対象経費 

（補助金申請額） 

       円 

（       円） 

       円 

（       円） 

修繕の内容 
  

その他 

（     ） 

  

変更の理由 
 

※ 修繕の内容を変更する場合の添付書類 

(１) 浄化槽の修繕に係る見積書の写し(修繕の内容及び施工業者が分かるもの) 

(２) その他市長が必要と認める書類 

２ 補助事業の中止 

  理由 

 

３ 補助事業の廃止 

  理由 



 

第５号様式（第８条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

            様 

 

南さつま市長         印 

 

補助金変更決定（却下）通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった補助金変更等については、下記

のとおり決定しましたので、南さつま市浄化槽修繕事業補助金交付要綱第９条

の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 変更決定 

（１）変更内容 

 

 

（２）変更後の補助対象経費    金        円 

 

（３）変更後の交付決定額     金        円 

 

２ 却下 

（理由） 

 



 

第６号様式（第９条関係） 

 年  月  日  

 

 

南さつま市長        様 

 

 

住  所             

氏  名         印 

電話番号             

 

 

補助金実績報告書 

 

     年  月  日付け   第   号により補助金の交付決定を受

けた南さつま市浄化槽修繕事業について、南さつま市浄化槽修繕事業補助金交

付要綱第９条の規定により、下記のとおり関係書類を添えてその実績を報告し

ます。 

 

記 

 

関係書類 
 

 (１) 浄化槽の修繕に係る請求書又は領収書の写し（修繕の内容及び施工業者

が分かるもの） 

 (２) 浄化槽の修繕の状況が分かる写真 

 (３) その他市長が必要と認める書類 

 



 

第７号様式（第 11 条関係） 

 

第     号 

 年  月  日 

 

          様 

 

 

南さつま市長      印 

 

 

補助金交付確定通知書 

 

     年  月  日付けで実績報告のあった南さつま市浄化槽修繕事業

の補助金の交付については、下記のとおりその額を確定したので、南さつま市

浄化槽修繕事業補助金交付要綱第 11条の規定により通知します。 

 

記 

 

交付確定額          円 

  



 

第８号様式（第 12 条関係） 

  年  月  日 

 

 

 南さつま市長 様  

 

 

住  所             

氏  名         印 

電話番号             

 

 

補助金交付請求書 

 

     年  月  日付け   第   号で交付確定通知のあった南さ

つま市浄化槽修繕事業補助金について、南さつま市浄化槽修繕事業補助金交付

要綱第 12条の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

請求金額  金        円 

 

振込口座 

金融機関名 
 銀行・金庫  本店・支店 

 組合・農協  本所・支所 

口座の種類 １ 普通      ２ 当座 

口座番号  

フリガナ 

口座名義人 

 

 

 


